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第６回知的創造サイクル専門調査会 

 

１．開 会：平成１８年９月２１日（木）１５時００分～１７時００分 

２．場 所：知的財産戦略推進事務局会議室 

３．出席者： 

【委 員】阿部会長 板井委員 加藤委員 久保利委員 下坂委員 妹尾委員 田中委員 

中山委員 前田委員 吉野委員  

【本部員】野間口本部員 

【参考人】田中参考人 小島参考人   

【事務局】荒井事務局長 藤田事務局次長 

４．議事 

（１）開会  

（２）今後の進め方について 

（３）国際標準総合戦略について 

（４）知的創造サイクルに関する課題について 

（５）閉会 

 

○阿部会長 それでは定刻でございますので、第６回の知的創造サイクル専門調査会とい

うことですが、事務局に確認をしていただいたところ、７か月と４日ぶりだそうでござい

ます。お久し振りでお会いしているような感じですが、御多忙中のところを御参集いただ

きましてありがとうございます。 

 本日は、八田委員は御欠席との連絡をいただいております。板井委員は、間もなくおい

でになられるそうであります。 

 また、本日は特に知的財産戦略本部の野間口本部員にも御出席をいただいております。

よろしくお願いします。 

 加えて参考人の方にもお越しいただいておりますので、最初に御紹介します。小島康壽

経済産業省産業技術環境局長、田中謙治総務省情報通信政策局通信企画課長のお２人にお

いでをいただいております。 

 参考人のお２人には、国際標準に関する両省の取り組みについて御紹介をいただく予定

でございます。 

 それでは議事に入らせていただきますが、まず「今後の進め方について」を事務局から

説明してもらいたいと思います。お願いします。それでは、資料１をごらんください。 

○藤田事務局次長 お手元の資料１をごらんいただきたいと思います。 

 今、会長からお話がございましたように今年度としては今日が第１回目の会議でござい

ます。今後の進め方でございますが、主な検討項目といたしまして、知的創造サイクルの

推進方策ということで、創造、保護、活用全般にわたる諸問題について順次御検討いただ
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くということ。それから、それに合わせまして国際標準総合戦略の策定、これは推進計画

2006 にそのようにうたわれているわけでございまして、本日が第６回に当たりますけれど

も、これを第６回から第８回にかけて御検討いただきたいと考えております。 

 ２の検討スケジュールでございますが、本日が第６回ということで、標準総合戦略につ

いての議論、それから後半は知的創造サイクル全般に関わる御議論、１回目でございます

ので皆様方からいろいろ問題提起をいただければと思います。 

 次の 10 月 25 日に標準総合戦略の案をお示しして御議論いただくとともに、創造分野に

ついての御議論をお願いします。 

 それから、11 月 17 日の第８回は標準の総合戦略について取りまとめていただくととも

に、保護分野についての御議論をお願いします。 

 来年の１月、２月くらいにかけて活用人材の分野についての御議論、それから全体の取

りまとめということで、来年の２月くらいに取りまとめをいただきまして推進計画 2007

につなげていくことを考えております。 

○阿部会長 ありがとうございました。ただいまの説明について何か御質問はございます

か。よろしゅうございますか。 

 それでは、資料１のスケジュールに沿って検討を進めることにいたします。そこにあり

ますように、今日は国際標準と知的創造サイクルの２つについて意見交換をお願いするわ

けであります。 

 それでは、早速前半の「国際標準総合戦略について」に入らせていただきたいと思いま

す。最初に経済産業省の取り組みについて小島さん、よろしくお願いします。 

○小島参考人 御紹介いただきました経済産業省産業技術環境局長の小島でございます。

私は、資料２に基づいて御説明をいたします。 

 私の担当は、職名からいくとわかりにくいのですが、技術政策と、それから標準・基準

認証政策、環境政策を担当しております。では、資料２の１ページ目から、国際標準化の

イノベーション政策あるいは技術政策における位置付けについてまず御説明したいと思い

ます。 

 実はこの１ページ目、昨日事務局から説明するなと言われているのですが、今までの標

準政策が標準をやっている人だけの非常に狭い世界で議論されてきた、実行されてきたこ

とによって、それは政府においてもそうですし、経済産業省ですと旧通産省の工技院の標

準部という狭いサークルで議論されていましたし、会社においても恐らく経営陣の耳に入

ることはないくらい小さな部局で議論されていたということで、そのこと自体が問題であ

ります。産業技術政策あるいはイノベーション政策の大きな中、あるいは企業で言えば経

営全体の中で標準化ということを位置付けなければいかぬという意味で、事務局からは反

対を受けておりますけれども、反対を受けるとますますやりたくなるという反発係数が高

く、抵抗弾性値が高い私ですので、１ページ目を中心にとは申しませんが、ちょっと御説

明させていただいて２ページ目に移りたいと思います。 
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 １ページ目に「イノベーション・スーパーハイウェイ構想」と書いてありますけれども、

１ページ目の左の下の方に政府が決めた経済成長戦略大綱の中で、国際競争力強化のため

に科学技術によるイノベーションを生み出す仕組みとしてイノベーション・スーパーハイ

ウェイ構想が打ち立てられているわけですけれども、真ん中の欄に、この骨子はここにあ

りますように研究開発と市場、あるいは市場を更に循環して市場から研究へという研究開

発、成果、需要、市場展開というものを一体として進めよう。企業においても経営の中に

おいて研究開発を経営の一つのサイクルの中でとらえていこう。そのときに非常に重要な

ものが特許であり、国際標準化である。更には、後ほど述べますけれども、制度改革、シ

ステム改革というものが非常に重要になる。 

 それで、この技術が牽引する社会経済活動の変革を大きく展開させるためには何が必要

かということで、これまでの産学連携とか共同開発の成功事例、失敗事例を分析して得ら

れた５つのポイント、成功のコツというものがここにあります。 

 １番目は「双方向の流れをつくる」ということで、研究から市場、市場から研究、例え

ば新たなブレイクスルーを見出すために科学までさかのぼって研究する。単にシーズを市

場化するだけではなくて科学までさかのぼるという双方向。 

 それから、最終目標を定めて必ずそれを市場化する、市場展開するということで、その

ときに国際標準というものが大きな重要な柱になるわけでございますし、また医療機器や

医薬品の薬事審査制度等々のような制度改革あるいは安全対策といった制度改革というも

のも必要になる。 

 更に新たなブレイクスルー、技術的ブレイクスルーを見出すためには技術の融合・合流

というものが必要である。 

 それから、こういう研究開発の過程をスピードアップするためには研究開発過程、特に

これは政府が関わる研究開発過程ですけれども、そういう予算とか契約制度とか会計制度

の弾力化が要るということでございます。 

 それを図示したのが右側の図でございまして、その図の一番左側に出口としての国際標

準、制度改革、あるいはその過程における制度・システム改革が重要だということが書い

てあります。 

 こういうイノベーション創出の過程において国際標準というのは非常に重要な位置付け

があるということで２ページ目にいって、私は両方主題だと思っているのですけれども、

事務局の言う本日の主題について御説明をいたしたいと思います。 

 ２ページ目の一番左側は現状ですので、時間の関係で省略しますが、現在はそういう重

要な国際標準化、あるいは市場展開をする上で非常に重要な国際標準化ではございますが、

実際に国際標準にするためには一般の工業製品についてはＩＳＯ・ＩＥＣで国際標準を確

保する必要があるわけでございますけれども、一番下のグラフでその重要な役割を担う幹

事国の数というものが、欧米の諸国は上の方で委員会の数で言えば 100 以上ですが、日本

も数年前にここにいる藤田事務局次長が国際標準課長になってからぐっと伸びていますが、
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なお欧米から比べると半分以下という状況です。 

 そこで、これではいかぬということで「基本的な考え方」は上にございますけれども、

まずこういう標準は欧米でも同様ですし、国内でも技術開発をして製品を出していくのは

民間企業でございますので、まず民間企業が主たる担い手、中心的な主役として頑張って

もらう。それを政府がバックアップする。 

 １つには、日本が先導しているような先端技術について、例えば光触媒ですとかナノテ

クですとか燃料電池とか、そういったものはまず政府が先導役を果たしますし、それから

環境とか安全とか、あるいはユニバーサルデザインといった公共的な要素の高いものにつ

いても政府が先導する。それ以外のものについては民間を主体に政府が国際委員会の場あ

るいは人材育成という面でバックアップするということで、その具体的な取り組みが右の

欄にございます。 

  まず産業界において一番重要なことは先ほど冒頭に申しましたように、企業において

も国際標準というものが必ずしも浸透していない。国際標準するということが大事だとい

うことが、あるいは経営者の耳にもなかなか止まっていない。 

先ほどの国際幹事国をとった中で、ある国際委員会の事務局もついこの間までは日本の企

業の課長さんがやっていたのですが、頻繁に国際出張をするので社内では非常に冷たい目

で見られているということとか、この３番目に書いてあるわけですけれども、最近知財部

長さんとかが皆、役員になったりして評価が高くなっているのですが、標準をやっている

人は課長か、せいぜい次長止まりで、役員になった人はいまだかつていないという人事面

での枠を設けていないということで、こういうところから変えていかなければいけないの

ではないかということです。 

 それはそれぞれの団体でやっていただきたいのですが、特に先端技術については大学の

研究者が入ってやって、その後フォローしてもらうというのは技術的にもいいわけですし、

大学の先生は我々と違って人事異動もないので同じ分野をやっていただけるのでいいんで

すが、大学において国際標準活動をするということが余り評価されない。論文の代わりに

ならないと教授になるときに評価されないというので、それでディスカレッジする先生も

いるので、是非大学においても国際標準化活動というのが正当に評価されるようなことを

してもらいたい。 それから、政府に云々というのは先ほど申しましたような環境とか安

全といった分野、あるいは先端的な分野で、国は研究開発をするところには当然国際標準

化というものをビルトインする。それから、民間の標準活動を支援するということで、国

際標準化支援センターとか、そういったところでの人材の育成、あるは海外出張の支援で

す。それから一番下にありますけれども、外国における活動においては、10 名程度ですが、

海外に経産省は標準アタッシェというものを置いていますし、いろいろな国際的な枠組み

にも参加しておりますので、そういったことで支援をしていきたいということでございま

す。以上でございます。 

○阿部会長 ありがとうございました。御質問もあろうかと思いますが、次に総務省の取
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り組みについて田中参考人から御紹介をいただきます。よろしくお願いします。 

○田中参考人 御紹介いただきました総務省情報通信政策局通信規格課長の田中でござい

ます。私の方からは資料３に従いまして、情報通信分野の標準化活動の現状について御紹

介させていただきたいと思います。ただいま小島局長の方からいろいろ基本的なことの御

説明がありましたが、私どもも同じような気持ちで取り組んでおりますが、まず今日は現

状を御紹介させていただきたいと思っております。 

 資料を１枚めくっていただきまして１ページ目から御説明させていただきますが、通信

放送の分野におきましてはそもそも情報の受け渡し、お互いが意思疎通のルールを決めて

おかないとつながらないということで、電信が発明された当初から国際ルールづくりとい

うものがスタートしておりまして、現在は国際電気通信連合というところを中心に標準化

の作業がなされておりますが、その前身は 1865 年にできたもので、日本としてもその 14

年後の 1879 年に加盟して長い活動が行われてきている国際電気通信連合、ＩＴＵは電気通

信、無線通信、放送の分野の標準化活動をずっと続けておりますが、この中で我が国は主

要メンバーといたしまして民間の専門家の方々が多数積極的に参加されて、今まで貢献さ

れてきていると思っております。 

 一方、1980 年、90 年代ごろから右側の方に書いておりますが、民間のフォーラム活動と

いうものが非常に活発になっておりまして、インターネットに代表されるような新しいも

のが、元はアメリカの政府かもしれませんが、規格としましては民間フォーラムのような

形をとって出てきている。そんな中でＩＴＵ、国の主体、国がメンバーの組織でございま

すけれども、ＩＴＵと民間フォーラムの連携が非常に重要な課題になってきている。我が

国の国内におきましては国際標準づくりに積極的に参加するとともに、それに準拠する形

で、これはいろいろオプションの選択とかありますので、国内標準づくりを民間の標準機

関でつくってやっているところでございます。 

 ２ページ目はＩＴＵの組織図をお付けしておりますが、先ほど御紹介しましたとおり、

国連の専門機関として現在 191 か国の政府がメンバーステイツという形で参加するととも

に民間企業、約 650 の電気通信事業者あるいはメーカー等の企業がセクターメンバーとい

うことで直接活動に参加していろいろ提案もできる体制になっております。 

 ＩＴＵの中は大きくは３つに分かれておりますが、ＩＴＵ－Ｒと言われる無線通信部門、

それからＩＴＵ－Ｔと呼ばれる電気通信標準化部門、ここが標準化の主な舞台となってお

ります。御参考までに申し上げますが、ＩＴＵの現在事務総局長は日本から内海善雄事務

総局長が来年の１月までの任期で、一応２期８年の任期を終えられる予定になっておりま

す。後ほど御紹介いたしますが、ＩＴＵ－Ｔの事務局の方の局長は現在中国のツァオさん

という方がおられますが、この方も２期８年で満期ということで、今年の 11 月に後任の選

挙がありますが、日本から候補者を立てているということで後ほど御紹介させていただき

ます。 

 次の３ページ目をごらんいただければと思います。ＩＴＵの現状ということでごくかい
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つまんでトピックス的に御紹介いたしますが、ＩＴＵ－Ｔには現在 14 のスタディグループ、

委員会がございますけれども、その中で日本から議長さんが２名、副議長さんが８名とい

うことで、議長、副議長を合わせて 10 名というのは今、一番多い状況になっております。

ただ、これは過去の先輩方の成果が今、実っている状況なんですけれども、こういうこと

がいつまでも続く状況にはない。 

 それから、標準に含まれる知財の取扱いについてはパテントポリシーをＩＴＵ－Ｔの方

でつくってきておりまして、現在ＩＳＯ・ＩＥＣと、そのポリシーの共通化といったこと

をＩＴＵ－Ｔとしても積極的に取り組んでいるところでございます。 

 ＩＴ－Ｒにつきましては８つの委員会で無線システムの標準化等を進めておりますが、

現在副議長４名ということで、来年でひと区切りつくんですけれども、その後の４年間の

会期に向けましては議長さんを是非出していきたいと考えているところでございます。 

 ＩＴＵ全体にとっての課題を下に書いておりますが、最初に申し上げましたとおり民間

フォーラムは非常に活動が活発化しておりますので民間フォーラム活動との連携、それか

らもう一つ最近言われておりますのが、ＩＴＵは国連の専門機関でございますので途上国

の参加ということで非常に途上国も関心を持っておりまして、先進国と途上国の間の標準

化ギャップ、スタンダディゼーション・ギャップという言葉を国際的に使っておりますが、

それをいかに解消していくかということが課題になっております。そのほか、国際機関と

して共通ですけれども、財政基盤の強化という課題がございます。 

 ４ページ目でございますが、そんな中で今、私どもといたしまして力を入れていること

を３点ばかり書かせていただきました。 

 １つは、知財計画等でも御指摘されております国際標準獲得に向けた研究開発の推進と

いうことで、プロジェクト型あるいは競争的研究資金の委託研究、多々やらせていただい

ておりますけれども、この成果を国際標準提案するよう、迅速にするよう進めている。 

 それから、アジア・太平洋諸国との連携強化ということで、欧米諸国が地域内で共同す

るブロック活動的な活動も強めているということで、アジア・太平洋諸国との連携強化に

努めているところでございます。現在ＡＳＴＡＰという組織をつくってはおりますが、標

準化そのものをつくるというよりは、まだいろいろな技術協力というか情報交換、それか

らＩＴＵの場に共同提案という形で日本やアジア、韓国等が共同提案の形に持っていくと

いうような活動が中心になっております。その中で、中国、韓国との間では日中韓の情報

通信大臣会合の下で連携強化とか、あるいは３か国間の標準化機関の定期的な会合を持つ

ようになっておりましたので、そういう活動を促進しているところでございます。 

 ３点目といたしましては人材の育成・排出ということで、これが一番切実な難しい問題

かと思っておりますが、先ほどお話ししましたとおり議長、副議長について、現在は世界

最多という形になっておりますが、その副議長さんの一歩手前、いろいろ標準を具体的に

まとめるラポーターと呼ばれるような肩書きのポストなどを見てみますと、実は中国、韓

国の人の方がむしろ多いくらいの状況になっておりまして、今後そこは継続的に若手人材
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育成をしていかないと５年、10 年後に非常に深刻な問題が起こるかなと考えております。

そのために、現在表彰制度の充実だとか、あるいは実践的なセミナーの開催等に取り組ん

でおりますが、さらなる策等を検討していきたいと考えております。 

 それから、先ほどちょっと申し上げましたけれども、今年の 11 月にＩＴＵの最高の意思

決定機関である全権委員会議というものがございますが、そこでＩＴＵ－Ｔ、電気通信標

準化局の局長選挙が行われまして次の４年間の局長を選ぶことになりますが、そこに我が

国からＮＴＴ取締役でおられます井上友二さんを擁立しておりまして、現在政府を挙げて、

それからまた民間の方々各社さんとも御協力しながら各国の支持獲得に努めているところ

でございます。11 月まで残すところわずかですので、選挙運動は頑張っていきたいと思っ

ております。 

 ５ページ目は今、御説明しましたＩＴＵを中心とする情報通信分野の標準化活動の全体

の連携を図にさせていただきました。一々の御説明は省略させていただきますが、ＩＴＵ

は最初に申し上げましたとおり電気通信事業者あるいは放送事業者、メーカーの方々もそ

れぞれセクターメンバーということでメンバーが参加できるようになっておりまして、標

準化提案、総務省の方の審議会で国内意見として調整等はさせていただいていますが、直

接提案もされている。それから、専門家はもちろん民間の方が多数参加されているという

状況にございます。 

 こういう活動を通じまして、今まで日本が情報通信分野、ＩＴＵ、それから最近は他の

民間フォーラムでもございますが、確立してきている日本の地位を引き続きしっかり高め

るように、民間の専門家の方々と連携して取り組んでまいりたいと考えているところでご

ざいます。 

 ６ページ、７ページは参考として最近取り組んでいる課題を付けさせていただきました

ので、説明は省略させていただきたいと思います。御説明は以上でございます。 

○阿部会長 どうもありがとうございました。それでは、国際標準総合戦略の検討課題に

ついて藤田次長から御説明してもらいます。 

○藤田次長 時間も押しておりますのでごく簡単に御説明を申し上げたいと思いますが、

最初にやや補足をさせていただきたいと思います。 

 後ろの方に参考資料１という色刷りの資料がございますので、これをごらんいただきた

いと思います。そのうち２枚目で、３ページと右下に書いてあるページをごらんいただき

ます。今、標準というお話がございましたけれども、標準には大きく言って３種類ござい

まして、デジュール標準というものがＩＳＯとかＩＴＵでつくられている、いわば各国が

きちんと国を代表して参加した場所で手続を経てつくられる標準でございます。 

 それから、フォーラム標準というのはここに書いてございますように、関心のある企業

が集まってフォーラムをその業界の中でつくり、それが国際標準に事実上なるということ

で、ＤＶＤなどはその典型的な例でございます。 

 それから、デファクトは企業の標準が世界中で市場を獲得して、実質上それが支配的に
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なっている。例えばマイクロソフトのウインドウズのようなものを指しております。それ

で、今回御議論いただいておりますのは、今までの御説明はデジュール標準のところが中

心でございましたけれども、フォーラムとかデファクトに関わる部分もあると事務局とし

ては考えております。 

 次に４ページをごらんいただきますと「標準化の基本的な意義」ということで、昔から

標準化というのはあるわけでございまして、例えば世界中で単３電池と言えば同じサイズ

の同じボルトのものが出てくる。これは標準化の例ですし、あるいは世界中でコンセント

の形が違うというのは標準化が失敗した例でございますけれども、そういう互換性・相互

接続性あるいは標準を獲得すれば市場が拡大する。それから低コスト化・調達の容易化、

技術の普及、品質・安全等々、こういういわばオーソドックスな意義があるわけでござい

ますが、近年環境変化が非常に著しいというのは次の５ページでございまして、ＷＴＯ／

ＴＢＴ協定が結ばれて、各国ばらばらの標準は貿易障壁になる。したがって、世界中でそ

の標準の規格を統一しましょう。何に合わせるかというとＩＳＯとかＩＴＵという国際規

格に合わせましょうということで、例えば日本のＪＩＳもＩＳＯに一生懸命規格を合わせ

なければいけない事態になってきているということで、国際規格の重要性が格段に高まっ

ている。 

 それから、そういう標準化活動の中でアメリカ、欧州あるいは最近は中国もそうでござ

いますけれども、標準をてこに世界の市場を獲得しようということで、いわばビジネス戦

略として標準を用いるということが打ち出されております。 

 それから、従来は標準の中に特許が含まれることはほぼなかったわけですけれども、近

年国際規格の中に特許がたくさん入ってくるようになりまして、ＤＶＤとかＭＰＥＧとか

情報通信の分野に多いわけでございます。したがって、その国際規格の中に自分の会社の

特許が含まれればそれでロイヤリティをきちんと獲得できるとか、そういうビジネス戦略

上の意義も拡大をしている。あるいは、日本で評判の悪いＩＳＯの 9001 とか 14001 といっ

た新種の、会社のマネジメントに関わる規格なども出現してきているという中で、国際標

準の重要性が高まっており、我が国としてもしっかり対応する必要があるのではないかと

いう背景でございます。 資料４に戻っていただきまして、先ほど来、経産省、総務省か

らもう項目は出ておりますので、私の方からは１ページの項目の御説明だけにさせていた

だきます。解説的なことは後ろに書いてございますけれども、検討課題として大きく５つ

挙げております。 

 第１は「産業界の意識を改革し、国際標準化への取組を強化する」ということで、経営

者の意識の改革、企業の組織体制の強化、多様なスキームを活用する、知財の活用を図る、

産業界自身によるアクションプランの策定、実行、マネジメント分野の取り組みの強化、

産業界の自主活動を促す国としての支援策の強化というような項目でございます。 

 第２が「国全体としての国際標準化活動を強化する」ということで、国の研究活動と国

際標準化活動を一体的に推進する。国際議長・幹事を積極的に引き受ける。これは、議長
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とか幹事ポストの数が日本国全体として少ないと、例えば理事会などの大事な機関で日本

が代表を送り込めない事態になるわけでございまして、そういう意味では個別の業界の問

題だけではなくて国全体の問題にもなるということであります。あるいは環境・安全・福

祉等の分野で世界に貢献をする。 

 第３が国際標準人材の育成ということで、先ほども出ました次世代の国際標準人材の育

成、あるいは国際標準人材間のネットワークの構築、大学における標準教育、あるいは顕

彰制度を充実させる。 

 第４が「アジア等の諸外国との連携を強化する」ということで、例えば今、御説明する

時間はありませんけれども、国際規格の世界というのは欧州にかなり有利なレジウムにな

っておりまして、そういう中で欧州以外のアジア・太平洋諸国がどういうふうに連携でき

るかが課題でございますので、「アジア・太平洋標準化イニシアチブの推進」、あるいは最

近台頭著しい中国や韓国との協力の推進ということが課題である。 

 最後の５でございますが、「国際標準化のための環境とルールを整備する」ということで、

より公平でオープンな国際標準化システムの実現を目指す。あるいは、知的財産の取扱い

ルールの明確化を図る。こうしたことが課題かというふうに事務局としては整理をさせて

いただきました。以上でございます。 

○阿部会長 ありがとうございました。余り時間がないのですが、議論に入らせていただ

きたいと思います。 

 どなたでもいいのですが、先ほど田中委員の名前が出てきましたので、国際標準につい

てこういう検討課題で進めるということを中心に何かございましたらお願いします。 

○田中委員 資料６－２を準備してまいりましたが、私の資料の３ページ、４ページ、５

ページというところがそれに当たると思います。 

○阿部会長 では大変恐れ入りますが、短目にお願いしたいと思います。 

○田中委員 はい。全体的に国際標準化に関しては経済産業省や総務省を中心に検討が行

われているわけですけれども、一般の人たちにはそんなになじみがないという状況もござ

います。私がここにまとめたのは課題の一部だと思いますが、具体的にこういうことをし

ていったらいいのではないかということで、まとめさせてもらいました。 

 １つ目はフォーラム規格（トップランナー方式）の標準化活動の支援強化です。各企業

とも、どのようにしたら国際標準につなげていけるのかということについて戸惑いもあり

ますので、いわゆるデジュール標準の活動支援とともに、フォーラム規格への支援強化も

必要だろうと思います。 

 ２つ目は、日本規格協会に設立された国際標準化支援センターの機能強化です。各学会

ですとか工業会ですとかいろいろな機関で国際標準の活動をしている、あるいは標準化の

技術的な検討をしています。しかし、学会や工業会がそれぞれどのような活動をしている

のか、全体としてどこも明確に把握していないということがあります。先ほど企業の方も

もっときちんと対処しなければいけないというご指摘がありましたが、政府としても是非
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この点に関してはやっていただきたい。 

 ３つ目は、中国独自の国家規格策定についてです。今、企業として非常に大きな問題に

なっておりまして、これについてもきちんとした対応をしていく必要があるだろうと思い

ます。 

 次のページにいきます。知的財産の取扱いルールの整備についてです。ＩＳＯ、ＩＥＣ、

ＩＴＵにつきまして、日本からも積極的に働きかけて知財取扱いルールの整備が動き出し

ておりますが、更に加速する必要があります。それから、今回啓蒙活動というものも非常

に大きな形で取り上げられています。ＩＳＯ、ＩＥＣ等の委員会の主査や参加している人

からの意見ですが、日本で国際会議を開催しようと考えたときに、自分で手弁当で全部や

らなければいけない。 

 国際標準化支援センター等でそういったことをきちんと支援してくれれば、日本で国際

会議が開催しやすくなる。非常に高いレベルの会議からテクニカルコミッティレベルの会

議までいろいろなものがありますけれども、それが比較的日本で開催されていない。した

がいまして、支援するところがきちんとあれば、手弁当ですべて自分でやらなければいけ

ないということもなくなります。開催できれば日本人の参加者ももちろん増えるわけです

し、人材教育や啓蒙活動につながっていくことになろうかと思います。 

 それから、「標準と知財」に関する啓蒙活動の強化です。今、知的財産を抜きに国際標準

というものは語れません。パテントテロリスト等が特許権を利用し不当に金を集めるとい

うことが起こっていますので、それについてもきちんと対処していく必要があると思いま

す。 

 最後のページは私どもの事例でございます。1997 年にキヤノンでは国際標準企画センタ

ーという組織をつくりまして、工業会ですとか、あるいは国際の場における国際幹事です

とか、そういう仕事をやってきております。今年それを廃止いたしまして、今、再編のた

めの検討をしております。大きなポイントは、知的財産活動と標準化と両方を見据えなが

ら再編を行うということで、今年中あるいは遅くとも来年早々には新たな組織をつくって、

対応していこうと考えております。以上でございます。 

○阿部会長 ありがとうございました。 

 指名をして申し訳ないのですが、野間口さんにはせっかくおいでいただいたので、何か

御注意とかコメントをいただければと思います。 

○野間口本部員 資料４の中身は十分把握していないのでありますけれども、先ほどの標

準についての基礎概念のところで整理いただきましたように、デジュールだけではなくて

フォーラム、デファクト、広い概念で標準をとらえようというのは、私は誠に適切で、そ

うでなければいかぬと思っておりまして大変ありがたいと思っております。 

 先ほどのお話にもありましたけれども、知財戦略大綱が出ましたときに国際標準と知財

戦略との関係がもうひとつはっきりしなかったのが、お陰で大変よい形で連携がとれてき

たのではないかと思っておりまして、知財活動の成果が恐らく一番大きな形で出るのは標
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準を獲得したときだと思いますので、ここに論じられたような形で大いに進んでいくよう

に期待しております。 

 このＪＩＳＣさんとか、あるいは情報通信審議会、電波産業界等、具体的な取り組みが

非常に一般の我々企業人からも見えるようになりました。これはこういった議論のお陰だ

と思っておりまして、これからは具体的な成果を上げていくときかという考えで斜めに読

ませていただいたんですけれども、少し気になりますのは、例えば国のプロジェクト等で

成果が見えまして、これは将来国際標準という形で闘うべきとき、そういう課題が見つか

ったときに戦略的にどう育てていくか、取り組んでいくかというのがもう一つ見えないの

ではないか。田中課長とか小島局長の話にも恐らく入っていたのだろうと思いますけれど

も、アクションプラン、アクションアイテムとして、ではこの課題はここに相談しようと

いうようなところがもう少し見えますと、更にこの検討課題の中身が使いやすいものにな

っていくのではないかと思いました。 

 それから、つい最近、経団連の知財委員会に関係することになりまして、そういう関係

で言うわけではありませんけれども、経団連という表現が２ページにいっぱい出てきまし

て少々気になっております。こういう形でまとめてしまうと、企業という立場で考えます

と、おれのことではないのかなとなっていくのではないか。産業界としてはとか、そうい

う形でとらえていただいた方が、自分が担当している事業分野でこういうふうにチャレン

ジするんだと。それが、そういう動きをやっていく上で業界としてまとまって、国として

こういうサポートの在り方が望ましいとなれば経団連としては大いに意見を申し上げたい。

そういう形でとらえていただいた方がいいのではないかと思いました。少し雑駁な意見で

すみません。 

○阿部会長 ありがとうございました。研究開発の種類とか分野にもよりますけれども、

標準化にかなり早い時期からいろいろなサゼスチョンをいただいた方がいい分野とかケー

スもたくさんあるので、そういうときにも今、野間口さんが言われたように、一体どこに

相談したらいいかというようなこともあろうかと思います。 

 吉野さん、いろいろ御苦労されているところがあるのではないかと思いますが、資料４

をそのうちリファインしていくのですが、それに関係なくても結構でございますが、いか

がですか。 

○吉野委員 今はまだ資料をいただいて時間がなくて消化不良という感じの段階でありま

すが、標準よりも更にポピュラーで幅の広がったものが常識みたいなところにあるのだと

思うんですけれども、私どもは一部、常識破りみたいなことに生きがいを感じてきた企業

ですから、ややまだ違和感もあるんです。 

 したがって、資料４の最初に掲げている経営者の意識を改革するというのは私に該当す

るのではないかと思っているのですが、例えばここは今、国対国ないしは国対地域みたい

な構図で論じられていますけれども、工業界などを考えた場合でも自動車の場合、外資が

ドミナントな企業が増えているわけです。したがって、日本の中でも工業界でもまとめる
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のはかなり難しいという項目もいっぱいあると思うんです。そういうことが、他の産業で

はどういうトレンドかは知りませんが、いずれそういうトレンドになっていくのだろうと

思います。 

 したがって、単純にこういうふうにはいかなくて産業界、工業界なり協会の中でさえな

かなかまとめ切れない部分が増えてくる。そのときに、多分まとめ役とか仲裁役という役

回りを演じるところが出てこないと、これは大きな意味で標準協会かもしれませんし、更

に政府かもしれませんが、そういう構図がだんだん増えてくるのかなという一つの難しい

面があろうと思います。 

 それから、全体として例えば日本の関与度あるいはトレセンスみたいなものが世界的な

標準化活動の中で増えてはいるけれどもまだ低いという認識の中で、どちらかというと人

材などは当然時間がかかりますから、やや初めから張り切り過ぎではないかという感じも

します。これは時間がかかる話ですから、余り張り切り過ぎて途中でしりすぼみになっち

ゃうようなことがあるとむしろマイナスだから、確実にそういうことが進展していくとい

うようなことも考えていいのではないかという印象を受けました。今日は以上でございま

す。 

○阿部会長 ありがとうございました。自動車などを念頭に浮かべますと、国対国などと

いうものはだんだんなくなってきているということかもしれません。 

○吉野委員 非常に難しいですね。 

○阿部会長 そういうことも考えていかなければいけませんね。 

 では、妹尾先生、前田委員とお願いします。 

○妹尾委員 知財の教育をやっている者の観点で申し上げると、研究開発を全部やったけ

れども、結局国際標準をほかに取られたために、その研究開発は全部無駄になるという事

例を多くみます。そういうことを考えると、やはり知財創出に関わる標準化の問題という

のは大変大きいのではないかと思っております。それで今、日本弁理士会さんと御一緒に

標準化のゼミを２つほど後期から立ち上げて取り組み始めました。 

 我々人材育成をやっている人間から言うと、標準化人材をどうやって育成するかを考え

るときには、ロールモデルをつくって、アクションイメージを想定して、スキルインベン

トリーとナレッジインベントリーを構成して、それをどういう教育カリキュラムで学んで

もらおうかと考えます。 

 そのときに必要なのは、現在の状況はどうなのか、という点です。今、恵まれないとか、

いろいろネガティブな話がありましたが、実際はどんな方がどういうふうに取り組んでい

てどんな問題があるのか。また、海外でサクセスするような標準人材はどのような方がお

られるのでしょうか。海外がどうなっているか、よく話には聞きます。欧米では弁護士の

方が多いけれど日本はまじめな技術者が多いので負けてしまうとか、そういううわさはよ

く聞くのですが、国内外での実態調査はどのぐらいされているのでしょうか。その状況が

きちんとわかると、あるべきロールモデルが立てられることになるのですが。経済産業省
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と総務省はどの程度調査をされておられるか、ちょっと伺えればと思います。 

○阿部会長 その前に前田委員が手を挙げておられたので、もしかしたら質問もあるかも

しれません。ないかもしれませんけれども、どうぞ。 

○前田委員 的確な表現ではないかもしれませんが、何でもブームにしてしまうことが

質・量を高めるのに大事なのではないかと思います。知的財産も国を挙げてブームにする

ことで、（ブームという言い方をすると怒られてしまうと思うのですが、）やはりたくさん

お金が付いて重んじられることで質の高い人がそこに入ってきました。 

 もともと私が二十数年前に社会人になった時には、どちらかというと知的財産の関係の

方というのは縁の下の力持ち的なイメージがあったと思うのですけれども、現在のように、

かなりいろいろなところで謳われるようになってくると、現在いらっしゃる方もより力を

発揮されますし、新しい方もどんどんその世界に入ってきますので活性化されて良い方向

へ進むと思います。また、標準化しない戦略、標準化する戦略、どちらもあっていいと思

います。業種によっては、むしろ標準化しない方が良いという方向性もあると思いますの

で、多くの質の高い方に戦略を考えていただいて、進んでいくということが大事だと思い

ます。人材育成も、いろいろなところからお金が付いてある意味ブームになっていくこと

で、優秀な方がそこに入っていっていろいろな考えが出ていくようになるのではないかと

思っています。 

 現在、私は文部科学省の振興調整費のプログラムで自動車用のリチウム電池の標準化の

ところに関わらせていただいているのですけれども、自動車のリチウム電池が本当に標準

化できるのかどうかは別として、このようなテーマにお金が付いて検討するというのはあ

る意味で良いことなのかなと思いますし、国が取り上げていくことで、標準化をしない戦

略・する戦略をきちんと分けていく。質の高い人がそれをつくっていくということが大事

なのかと思いました。 

○阿部会長 ありがとうございました。それでは小島さん、さっきの人材を中心にお願い

します。 

○小島参考人 人材だけとくぎを刺されましたので、人材だけについてお答えします。 

 日本の場合、欧米はすべて民間企業、民間団体主導で動いている。日本の場合も実質の

標準化活動をしていただいているのは民間の人ですが、日本の独特のものでして、経済産

業省に普通の工業標準については日本工業標準調査会という政府機関が設置されていて、

その委員会組織の中で業界の企業の方、業界団体の方、それから大学の先生方をオーガナ

イズして標準を作成していくということで、分野ごとに業界団体、化学の業界団体とかで

オーガナイズしてもらっているところもありますし、先ほども出ていました日本規格協会

のようなところが先生方とか企業の人をオーガナイズするということで、分野ごとにそれ

ぞれ標準に関わる人を、実は先ほど申しましたようにそんなにたくさんいるわけではない

ので、ほぼ網羅的に把握していて、そういう人がどういう形で標準に携わっているか、あ

るいはどういうキャリアパスを通っているかというのは今、直ちにはお答えできませんけ
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れども、整理できるかと思います。 

○阿部会長 後で、我々の方にも教えていただけるようにお願いいたします。 

 では、田中さんお願いします。 

○田中参考人 御質問のありました、標準化に携わっている人材はどういう経歴を持って

いらっしゃるかというようなことにつきましては、残念ながら網羅的に調査したようなこ

とはまだございません。個別に国によって弁理士のような資格をバックグラウンドに持っ

ておられる方、そういう分野をバックにしていらっしゃる方がかなりおられるというのは

いろいろ情報としては入ってきますし、また最近、韓国の様子などを見ていますと、いわ

ゆる技術をバックグラウンドにしていない人たちがかなり入ってきている。それから、標

準化活動も情報通信の分野は基本的に電気通信事業者、キャリアの人材の方が中心だった

のですけれども、韓国などでは大学の先生方をかなり巻き込むような形で人材を広げてい

るような動きがあるということは把握しております。 

 国内について見ますと、現時点ではいろいろＩＴＵ活動等に貢献していただいている

方々は基本的には技術をバックグラウンドにした方がほとんどでございます。ただ、それ

ぞれの社の中ではいろいろ知財の関係をやっていらっしゃる法律が御専門の方とチームを

組むような形でもやっておられるとは伺っておりますが、私どもは実際に国際の場合へ出

ていくというところは技術の方が今はほとんどかと認識しております。 

○阿部会長 では、どうぞ。 

○妹尾委員 現状がどういう人材であるかということと、今後国際的に活躍できる人材は

どうなのかという間には恐らく大きなギャップがあるはずなので、国際的に活躍している

方のプロファイルというものも是非教えていただければありがたいと思います。 今の印

象を言いますと、標準化人材とは、昨年度、この場で作成した知財人材総合戦略に出てい

る融合的知財マネジメント人材と全く同じ構成をしていると考えられます。つまり、テク

ノロジーとリーガルとビジネスの３つの融合人材です。けれども、日本の場合はどうも技

術の方だけでやっている。リーガル人材とチームは組むかもしれないけれども、でもビジ

ネスは足りないねというような状況に見えます。ただし、そこはある程度の絵が描けるの

ではないかということが１点です。 

 余談ですが、先ほどブームという御発言に多分違和感を覚えた方がいると思うので私が

ちょっとフォローさせていただきます。研究分野というのは旬な時期があると思った方が

良いということです。例えば今のＩＴで言えばユビキタスだとかグリットだとかが旬な時

期で、そこには一点集中的に全部の研究者や教育者や関係者が集まります。集まるとそこ

で一点集中、全面展開の突破ができる。その意味での標準化をやるんだったら、多分一点

集中をやる時期というものが今なのかなという感じがあります。もちろんこれは業界ごと

に違うと思いますが。 

○阿部会長 ありがとうございました。人材はそういう意味では学生から見てもロールモ

デルがどのくらい見えるかということで、見えないのとでは大違いなので難しいんですけ
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れども、しかし進めていかなければいけないというのは妹尾先生などのお立場だと思いま

す。 

 余り時間がないのですが、あとお１人かお２人から御意見をちょうだいしたいと思いま

すが、いかがでしょうか。 

○野間口本部員 少し先ほどからの議論で気になりますのは、標準をやっている人は評価

されないとかというお話がありましたけれども、決して私はそうではないと思うんです。

ある意味で標準をやって世界的な場で交流して活躍しますから、技術者としてはむしろ非

常に恵まれていて、標準の会合というのは風光明媚なところでやるんです。そういう意味

でも、恵まれています。 

 それから、役員になった者はいないという話がありましたけれども、標準を大変理解し

て大事にしてそうした事業を伸ばして役員になった例というのはたくさんあるのではない

かと思います。100％標準はやっていないけれども、これからの時代はこういうことが大事

なんだ、しっかりやれということでリーダーシップを発揮する。 

 広い意味でいくと、私などもそうだと思いますし、田中さんなどもまさにそうだと思い

ます。標準、標準とはやられなかったと思いますけれども、そういう部下を大いにアクテ

ィベートしてやられたから今日のキヤノンさんがあるんだと思いますし、そういうふうに

とらえた方が先々やっていく上でも元気が出るんじゃないかと思います。 

○田中委員 人材についてですが、私も経済産業省 日本工業標準調査会（ＪＩＳＣ）の標

準部会やその下の国際専門委員会に委員として参加していますので、若干コメントさせて

いただきます。今ＩＳＯの会長は日本から出ています。また、ＩＥＣの方は前委員長が日

本からです。ＩＴＵの方もかなりのポジションを占めている。そういうこと自体がまだま

だ日本で認識されていません。 

 ＩＳＯ、ＩＥＣ、ＩＴＵ等もそうですけれども、例えば、標準化の委員会にもＴＣ（テ

クニカルコミッティ）、ＳＣ（サブコミッティー）、ＷＧ（ワーキンググループ）など、い

ろいろな階層があります。ＷＧの主査はもちろん技術者がメインで、実際の仕様を作成す

るのが役割です。階層ごとに役割が異なりますので、それも含めてどういう人がどういう

ポジションにつくかが重要です。海外で弁護士や弁理士が参加しているという話もありま

すけれども、それはどの階層の委員会でどういうポジションについているか、ということ

を含めて考える必要があります。それから、ＩＳＯ、ＩＥＣは日本では経済産業省の所管

でございまして、ＩＴＵ－Ｔは総務省、これも一括して所管する必要はないのかもしれま

せんけれども、連携プレーをとる、あるいはもう少し何か効率的に動く方法はないかとい

うところも検討していく必要があるのではないかと思います。以上です。 

○阿部会長 今、最後におっしゃったところはそれ以外の省も含めて、今日は非常に実績

のある２つの省に来ていただいたということですので。 

 では、中山先生、最後にお願いします。 

○中山委員 私は標準は素人なんですが、技術はいいけれども標準が取れないために損を
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しているという話はしょっちゅう聞いておりまして、その意味からここに書いてある検討

課題に私は全面的に賛成したいと思います。しかしここでの議論は、標準化すべきものに

ついて、いかにしてわが国が指導権をとって標準化すべきかという問題ですが、先ほど少

し前田委員の話もありましたが、標準化するということはある意味では技術の発展を阻害

してしまう面もないわけではない。特に製品そのものではなくてＩＳＯの 9000 とか 14000

とか、果たしてこういうものは本当に標準化した方がいいのかという議論も一方では必要

だろうと思います。 

○阿部会長 それでは、時間の関係もありますので、小島さんは御発言されたいようです

が、野間口さんのようなポジションの方がおっしゃっていただいてそういう方が増えてく

ると、大分雰囲気が変わってくるのではないかと思いますのでよろしくお願いします。 若

干時間がオーバーしていますので先に進ませていただきますと、次回の第７回においても

引き続き御議論をいただき、第８回において取りまとめたいと思います。つきましては、

本日の御議論を踏まえて事務局で国際標準総合戦略のレポートの案をつくってもらいまし

て、次のこの会に提出してもらいたいと思います。その際に、今日いろいろ御意見があり

ましたけれども、特に資料４について短期間でまとめることにもなりますので、更に御意

見がある場合にはメモをお出しいただけないか。大変恐縮ですが、10 月６日金曜日までに

御提出をいただきたいと思います。 

 ここで野間口本部員は御退席をされます。それから小島さんと田中さんも御退席をされ

ます。なお、またメモでもいただければこちらで責任を持ってやらせていいますので、お

忙しいところ御出席いただきましてありがとうございました。御礼を申し上げます。 

         （野間口本部員、経済産業省・総務省関係者退室） 

○阿部会長 それでは、次の議題に移らせていただきます。知的創造サイクルに関するテ

ーマであります。まず事務局から説明をさせます。お願いします。 

○藤田次長 それでは、資料５に基づいて御説明をさせていただきます。ちょっと厚い資

料でございますので、時間の関係で主なポイントのみ御説明をさせていただきます。 

 この資料は知的創造サイクルに関する創造、保護、活用、各分野における今の取り組み

状況と今後の課題について事務局としての案をまとめたものでございます。 

 １ページからが、まず創造の分野でございます。１の「推進計画 2006 の取組状況」とい

たしましては、例えばですけれども、（１）でございますが、文科省の審議会におきまして

国際的な産学官連携ポリシーを策定するべきだというレポートが取りまとめられておりま

す。あるいは（３）でございますけれども、ライフサイエンスの分野、リサーチツール等

の問題につきましては総合科学技術会議にプロジェクトチームが設置されまして、第１回

目の会合が一昨日開催されたところでございます。 

 次の２ページをごらんいただきますと創造分野の「今後の課題」ですけれども、「（１）

大学等の知財活動体制の抜本的強化」ということで、本年度末で国立大学に対する特許料

の減免の特例措置が終了する。あるいは、知財本部整備事業が来年度で最終年度になると
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いうことで、せっかくこれまで構築されてきた大学の知財体制が弱体化する懸念も指摘を

されております。そういう状況の中で、今後どのような総合的な対策を講ずるべきかとい

うことです。 

 それから（２）でございますけれども、第３期科学技術基本計画ではイノベーションの

創出ということが正面から打ち出され、５年間で 25 兆円の投資を行うということ、あるい

は本年６月には総合科学技術会議でイノベーション創出総合戦略というものが取りまとめ

られたわけでございますが、こうしたイノベーションの戦略の中で知財にどのように取り

組んでいくか。あるいは２つの目の段落でございますけれども、研究開発独法のさまざま

な制約、あるいは政府の契約とか会計制度の問題についてどのように考えていくかという

こともございます。 

 それから（３）の①ですけれども、大学の知財本部とＴＬＯの一本化とか連携強化とい

う取り組みをどうしていくか。あるいは、知財本部が整備されていない大学においてどう

いう体制を検討するのかということも課題かと存じます。 

 次に３ページで一番上の②ですけれども、大学において国際的な権利取得あるいは産学

連携を促進していくためにどのような取り組みをするべきかということ。あるいは（５）

でございますが、「産学官連携に係る人材の確保」ということで、産学官連携とか知財マネ

ジメントに係るキャリアパスの構築といったようなことも課題かと考えております。 

 次の４ページからは、今度は保護の分野でございます。「推進計画 2006 の取組状況」と

いたしましては、まず（１）の①が特許審査の迅速化で、特許庁が目標を定めまして今年

度は 29 万 6,000 件を審査するという目標の設定がなされました。 

 それから②でございますけれども、特許を取り下げますと審査請求料を全額返還すると

いう１年間の時限的な措置が講じられております。 

 それから③でございますが、先週公表されました特許の年次報告書の中におきまして、

特許出願件数上位 200 社のグローバル出願率、特許査定率等が公表されております。この

下の表は、特許出願件数が多い順に第１位から第５位まで書いてございますけれども、ち

ょっと調べましたら出願上位 20 社をながめてみますと審査請求率、これは出願をしてなお

審査請求をどれぐらいしたかということがございます。それから海外出願の比率、結果的

に特許として認められたという特許査定率、これを上位３社調べてみますと、本田技研工

業がいずれもベストスリーに入っている。吉野委員がいらっしゃるから言うわけではない

んですけれども、そういうことが判明をいたしましたが、企業もこうやっていろいろ横並

びを見ていただくと、うちの会社はここが問題かというようなことが御認識いただけるの

ではないかと思います。 

 それから、同じ年次報告書に弁理士事務所の特許査定率とか記載要件充足率で平均より

高い事務所の名前が全部書いてございまして、こうした情報の開示というのも試みられて

おります。 

 次に５ページでございますが、「特許出願による技術流出の防止」ということで本年６年
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に先使用権制度の事例集が公表されております。それは（３）ですが、農水分野において

も家畜の遺伝資源の保護・活用の在り方の検討がなされております。 

 あるいは（４）の「審査結果の相互利用と相互承認」ということでは「①特許審査ハイ

ウェイ」ということで、７月３日から日米の特許庁間で１年間の試行がなされております。

あるいは②でございますが、３局の特許庁会議において日本がこの相互承認につきまして

ワーキンググループの設置を提案いたしております。 

 次に６ページをごらんいただきますと、これは保護分野の「今後の課題」でございます

けれども、（１）は「特許審査の迅速化・情報提出の充実」ということで、「①特許庁全体

の業務の最適化・合理化」というものをどのように図っていくのか。②はユーザーの利便

性向上のためのいろいろな施策をいかに早期に実現をするのか。 

 「（２）出願構造改革」としては、先ほど年報で公表されましたさまざまな指標をどうい

うふうに活用していくのかということがあるかと思います。 

 それから②でございますけれども、これもさっきの年報で紹介されておりますが、日本

企業あるいは日本人の海外出願の数を見ますと１位はアメリカで、これは変わらないわけ

ですが、中国向けの特許出願が欧州向けを上回ったということが出てきておりまして、そ

ういうアジアシフトという動きが見られるわけでございますけれども、従来日本企業はと

もすればアジア地域における出願が後手に回っていた面もございまして、そうした環境変

化の中でどういうふうにアジアでの知財の保護戦略を立てていくのかということも課題か

と存じます。 

 次の７ページをごらんいただきますと「審査の判断基準の統一」でございまして、①は

「特許審査における進歩性の判断基準の統一」ということで現在、事例研究あるいは実態

調査をやっておりますので、その検証をしていく。②は、商標審査における判断基準の明

確化をしていく。 

 （４）ですが、農水分野における知財戦略を一層進めていただく。 

 （５）は、特許は相互承認実現に向けた取り組みを強化する。 

 （６）は、国際公共政策に配慮した国際ルールを構築する。 

 このようなことを明記してございます。 

 次の８ページが「模倣品・海賊版対策」でございます。まず 2006 の取組状況でございま

すが、先週の９月 15 日に関係省庁の連絡会議を開きまして、この場におきまして「模倣品・

海賊版対策アクションプラン 2006」を決定いたしました。 

 それから（２）ですが、「模倣品・海賊版拡散防止条約構想」につきましては７月のサミ

ットの成果文書の中にこうした国際的な法的枠組みの検討が盛り込まれております。 

 それから「（３）個人輸入規制」でございますが、①は外為法に基づく輸入規制について

経産省において検討をしているということ。それから②ですけれども、財務省は税関に対

しまして知財侵害疑義物品が１個である場合にも、原則として認定手続をとることを明確

化した通達を発出しておりまして、税関の現場におきまして厳しく模倣品・海賊版の日本
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への流入をウオッチしていただいているということでございます。 

 次に９ページで「インターネットオークション対策」ですが、「①特定商取引法の執行強

化」ということで、これは販売業者の定義を明示したわけですけれども、それに基づいて

表示義務違反者のＩＤの公表というものを７月から開始をしております。 

 ②ですけれども、「出品者情報の開示請求手続の円滑化」ということで、総務省におきま

して発信者情報開示ワーキンググループを設置しまして、来年の３月を目途にガイドライ

ンを策定するということで作業に入っていただいております。 

 （５）は余りいい話ではないんですけれども、本年８月に世論調査をいたしましたとこ

ろ、今なお模倣品・海賊版を購入してもいいのではないかという容認する回答が 50％近く

ございまして、日本の消費者の意識はまだ十分ではないということが判明したということ

で、政府としても一層啓発活動を強化しなければいけないのではないかということでござ

います。 

 次が「今後の課題」でございますが、（１）は条約構想の実現に向けての議論を加速して

いく。 

 それから次の 10 ページでございますけれども、ネットオークションにつきましては例え

ば今、商標とか意匠については侵害物品を広告すること自体も権利侵害として罰則をかけ

ているわけですが、音楽ＣＤ等の海賊版につきましてはそういう広告行為の規制がござい

ませんので、そうしたことの検討をする余地はあるのではないか。 

 あるいは②でございますけれども、ノーティス・アンド・テイクダウン制度の導入の検

討ということで、オークション事業者が権利侵害品だと言われて、それをネットオークシ

ョンから削除するに当たって、小さい字の２行目のところでございますが、「権利者から一

定の形式的要件を備えた侵害の通知を受けた場合、これに従って出品情報の削除等を行っ

たオークション事業者は免責を受けること」がアメリカでは定められておりまして、こう

いう制度に類似する何かの手は打てないかということでございます。 

 （３）は、消費者の意識改革に向けて一層取り組みを強化するということでございます。 

次に 11 ページで、今度は活用でございますが、2006 の取組状況といたしましては、例え

ば「（１）ＣＩＰＯ等の設置」の機会をとらえて企業に促している。あるいは（５）でござ

いますけれども、「知財信託制度の活用」を促すためにさまざまなメリットとか活用事例を

経産省がホームページで公開しております。 

 次に 12 ページで活用分野の「今後の課題」でございますけれども、（１）は前回も久保

利委員から御指摘いただいたところでございますが、「知財経営に関するＩＲ活動の促進」

ということで、知財に関する経営情報の開示の在り方について検討をする。 

 あるいは「（２）ライセンス収支バランスの改善」ということで、日本はグループ内企業

からの特許料収入はプラスになっているわけですけれども、それを除きますとまだまだマ

イナスということで、もっと海外からライセンス料をしっかり取れるような検討があり得

るのではないかというようなことでございます。 
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 次に 14 ページで中小・ベンチャーと地域でございますけれども、まず 2006 の取組状況

といたしましては（１）で７月に全国 3,000 か所に「知財駆け込み寺」というものが設置

されましたが、これも設置されたものの、まだ必ずしも活発に活用されているという状況

ではないようでございますし、例えば商工会議所の会頭さんも自分の商工会議所にこうい

う窓口ができたことを知らないというような例もあるようでございまして、一層こういう

対応の強化をして周知して利用していただくことにしてはどうかということでございます。 

（２）は中小企業ベンチャーに対する料金減免制度の拡充で、①はそう大幅にということ

ではございませんけれども、対象が拡充されている。それから、手続がややこしいという

御批判もあったわけですが、手続の簡素化も一部図られてきております。 

 次の 15 ページに飛びまして「今後の課題」でございますが、まず「中小・ベンチャー企

業の支援」としては「海外展開の支援」、これは板井委員などからも再三御指摘いただいて

いるところでございますけれども、外国出願への支援あるいは権利侵害対応への支援、そ

れから次のページでございますが、「③海外における活用の支援」というようなことを検討

すべきではないか。 

 それから（２）ですけれども、「特許関連費用の減免措置」の拡充を検討すべきではない

か。 

 それから（４）でございますけれども、「政府調達の充実」ということで中小・ベンチャ

ー企業に対するさまざまな制度的な支援措置というものを考えるべきではないか。 

 それから（６）でございますが、「弁理士・弁護士情報の拡充」ということで、①は「弁

理士情報」、現在も弁理士ナビというものを拝見しますと随分さまざまな弁理士さんの情報

が掲載されておりますけれども、なお一層その情報の充実を図っていただくということは

どうか。 

 あるいは 17 ページの②でございますが、「弁護士情報」についても「弁護士知財ネット」

のホームページの充実を図れないかということでございます。 

 それから、「地域の振興」としてはブロックごとに地域知財戦略本部というものができて

おりますけれども、もっと経産省以外の行政機関とか地元の公的な機関、あるいは弁理士

さん、弁護士さんたちと連携強化を図っていくべきではないか。 

 最後に、人材が 19 ページからでございます。2006 の取組状況といたしましてまず（１）

ですけれども、本年３月に発足した人材育成推進協議会において提言を取りまとめていた

だいたということ。 

 それから（２）で知財教育に関してですが、特許庁がｅ－ラーニング研修、これは本来

特許庁の職員向けであったわけですが、これを特許庁の外部に開放をいたしました。ある

いは妹尾先生のお骨折りで放送大学において知財の科目が開設されるに至っております。 

 それから（５）ですけれども、2006 年度から新たな司法試験が開始されて知財法の選択

者が 354 人ということで、選択科目の中では上から３番目に多くの受験者が知財を勉強し

たということでございます。 
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 次に 20 ページで「今後の課題」でございますが、（１）は研修機関間の情報交換あるい

は相互協力を一層どのように図っていくのか。 

 （２）は「大学等教育機関と研修機関との連携」をどのように図っていくのか。 

 （３）は各種学会、特に自然科学とか経営とか、直接知財という位置付けのない学会に

おいて知財についての理解を深める場をどうやってつくっていっていただくか。 

 （４）は、国際的な知財専門人材育成の取り組みをどういうふうに強化をしていくのか。 

次に 21 ページで最後でございますが、（５）でイノベーション創出を支える知財人材育成

の強化をどのように図っていくか。 

 （６）は、知財に強い法曹をどのように養成していくのか。 

 こうしたことが検討課題かということでございます。 

 ちょっと説明は長くなりましたけれども、以上でございます。 

○阿部会長 ありがとうございました。推進計画 2006 ができてまだ３か月少しくらいだと

思いますが、随分取り組みが動き出したと思うところもありますけれども、大半はまだま

だということで、きちんとこれはウオッチをしていかなければいけないと思いますし、今

後の課題についても事務局でかなり要領よくまとめていただきました。 

 それで、特に知的創造サイクルに関する課題についてこれからどういうことをやってい

ったらいいかということで、最終的には 2007 に対するスタートになるわけですが、今日は

フリートーキング的にお願いしようと思ったのですが、全員からお話を伺う方がいいとい

うことになりましたので、大変恐縮ですが、50 音順で御発言をお願いしたいと思います。

それで、これまた申し訳ないのですが、とりあえず２分少しくらいでお話をいただければ、

時間が余りましたらもう一回議論の時間を取らせていただきたいと思いますので、トップ

バッターの板井委員からお願いします。 

○板井委員 私も特許の方は素人でございますけれども、大学の研究者から研究開発型ベ

ンチャーの社長を 10 年やってまいりまして、資産と言ったら特許とか知的財産しかないと

いう会社でございます。特許戦略とか特許制度の重要性を日々感じているところなのです

けれども、個別の努力ももちろん重要かと思うのですが、制度面とか仕組みの面を使いや

すくしていただくという行政の方の助けが本当に必要だろうと思っております。 

 何と言っても小さい会社ですから、地理的条件とか言語からくるコミュニケーションの

ハンディとか文化の違いといったようなものの中で、自分たちの創造した技術を取られな

いように守って使っていくということを是非ともしていかなければならないのですけれど

も、そういう上では特許というのは文字として残りますし、それが国際出願すれば国際的

に承認されて、その仕組みをうまくやっていけば本当に我が国の国益を守っていくのに重

要なとりでとなり得るものだろうと思います。 

 ですから、他の国よりも我が国のメリットの方がすごく大きいと思うので、何とかうま

く利用していく技術とともに土俵をできるだけ私どもにも有利なようにというか、いつも

欧米に有利なように土俵が決まっていくような感じもありますので、是非そういうことを
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省庁の壁を越えてやっていっていただきたい。そういう意味では、知財推進計画 2006 とい

うのはそれに向けての第一歩ということで大変よくできていると私は思っております。 

 あとは、大分入れていただいたのですごい進歩だと思うんですけれども、やはり国際出

願しておりましても、そして侵害が明らかにされているのがわかっていても何もできない

という現状がありまして、世界特許であるとか相互承認制度をもうちょっと多国間ででき

るようにしていただくとか、審査基準の標準化といったものをもう少し進めていただきた

いと思います。 

 中小零細企業といたしましては、外国からの侵害についての問合せとか相談窓口みたい

なものを設置していただけたら、その国の状況ですね。要するに、どのくらい原告が勝つ

確率があるのかとか、どの程度複雑な裁判制度になっているのかとか、無効審判がどうと

か、そういったような情報がもう少し手に入れられたらいいなと思っています。 

 それからもう一つは、文科省を始めとして各省庁が税金で随分研究費を出していらっし

ゃると思いますけれども、結構その研究で特許侵害を起こしているんです。うちなどはそ

ういうことがありまして、これをどこに持っていったらいいんだろうということがありま

す。ですから、国の資金で研究をしているところの特許侵害について文句を言っていく先

をつくっていただけたらいいと思っております。ですから、研究費の採択とか、中間審査

とか、終了後のチェックとかあると思うんですけれども、そういったものも活用できたり

するんでしょうが、未来技術として申請して、それでどうのこうのと、侵害する予定はな

かったかもしれないけれども、結果として侵害してしまったというようなこともあるかも

しれません。 

 でも、いずれにしても民間から、これは侵害ではないかと言ったときに、研究者同士で

すとどうしても顔を知っていたりするのでやりにくいんです。そういうことで、何か窓口

があってそれにストップをかけられれば、税金で民間企業の大事な特許を侵害されるとい

うこともなくなると思いますので、是非お願いしたいと思います。 

 本当に素人で余りよくわからないんですけれども、とにかく自分の権利を保護していた

だく代わりに他人の権利も守るという権利意識を育てていけたらと思っております。 

○阿部会長 ありがとうございました。では、加藤委員お願いします。 

○加藤委員 一般論の人材育成ということをよくおっしゃるのですが、我々が痛感するの

は、報道関係や省庁において、バイオの技術のことをおわかりの方が非常に少ないという

ことです。例えば、ご理解いただいていると思って一生懸命話していると、最後にＤＮＡ

というのは何ですかなどと聞かれることもあるんです。要するにＩＴ、バイオと一般的に

よくおっしゃるのですが、バイオの中身をよく御存じない方が省庁を始めたくさんおられ

るのではないかと思います。 

当社のことを言って申し訳ないんですけれども、今、遺伝子治療が世界中で激しい競争

になっています。遺伝子治療の基本技術の一つである高効率遺伝子導入法、つまり細胞の

中に治療用の遺伝子を高効率に導入するという基本特許を当社が保有しています。その技
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術を利用して、アメリカの国立がん研究所、東京のがんセンター、三重大学等でがんを対

象とした遺伝子治療プロジェクトが進められていますが、アメリカはもう間もなく商業化

の段階まできているんです。なぜ当社がそんな世界のデファクト標準の技術を開発できた

かというと、基礎研究をアメリカの大学と共同で行ったからです。日本では、日本の研究

者だけでプロジェクトを進めるといった話になりがちですが、私の持論は中国であろうが

韓国であろうが、よくできるグループと組んで世界デファクトを取ればそれでいいという

ことです。当社とインディアナ大学が高効率遺伝子導入法を開発して 10 年以上経過してい

ますが、その後どんどん発展しており、米国スローンケタリングのがん研究所が当社の技

術を使用しがんを対象とした遺伝子治療の臨床試験を始めようとしています。 

 このように当社はなんとかこの高効率遺伝子導入法の技術を世界に広めようとしており

ますが、日本企業が保有する技術を世界に広めるためのバックアップが欲しいという気が

します。そのためにも、ＩＴ、バイオという言葉でなくて、中身を考える若い方々を育成

してもらわないと困るんです。当社は遺伝子治療に関する特許を押さえにかかっているん

ですが、当社だけではできない面がたくさんありますので、是非バイオをわかる方を育成

していただきたいと思います。 

○阿部会長 お話を伺っていたら何かやらなきゃいけないなという気になりました。 

 では、久保利委員お願いします。 

○久保利委員 お手元に資料６－１というものを配付させていただきましたので、不足す

る部分はこれを見ていただければと思います。 

 まず１つは、資料５の「今後の課題」の中の 16 ページなんですけれども、「弁理士・弁

護士情報の拡充」ということで総論は全くおっしゃるとおりだと思います。ただ、弁護士

情報として弁護士知財ネットのホームページに出ている会員のところに実績とか報酬表と

かを出してくれとのことですが、これは実はなかなか難しくて、特に弁護士の場合には守

秘義務というものがあって、クライアントからどこの仕事をしているかも言わないでくれ

という契約で縛られているケースが実は相当あります。 

 もう一つは、弁護士自身が何かそういうものは事件あさりになるのではないかという心

配です。この本は、『ビジネス弁護士大全』という日経ビジネスから出ているもので、こん

なふうに顔写真入りでどんな弁護士かということがキャリアから何から全部載っている本

なんです。 

 しかし、この本の中でも自分がどんな仕事をしたかとか、どこが顧客であるかというこ

とについては非開示というふうに言っている弁護士が圧倒的に多いんです。日本を代表す

ると言われる森・濱田松本、西村ときわ、あるいは長島・大野、いずれも非開示です。と

いうことは、逆に言うと、開示をするのは相当困っているから売上げが欲しくてやってい

るんじゃないかと思われるということから、かなりこの辺りは慎重になっている人が多い。

私などはこれを全部オープンにしているものですから、久保利はそういうところはすごく

フランクだと言われている一方で、あんなにオープンでいいのかと言われるところもある
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くらいです。したがって、そういう意味でなかなか開示は難しい。 

 もう一方で、報酬です。実は日弁連には従来、報酬表があったんです。ところが、規制

改革会議が、こういうものを弁護士会がやるのは規制である。したがって、これをなくせ

というのでそれに従い全部なくしました。その結果どうなったかというと、一件一件個別

見積もり方式でやる。お話し合いでということになってしまいました。実はこれで皆、困

っていると思うんです。弁護士も困っているし、お客さんも困っている。 

 そこで弁護士知財ネットの方では、とにかく相談にお見えになったら最初の１時間は１

万円で受けます。その１時間の中で今後の報酬体系がどうなるか。この事件の見通しはど

うかということも含めて御相談くださいということを、千数百人の弁護士知財ネットのメ

ンバーが合意をいたしました。これはホームページに載っておりますので、そんな形でと

りあえずアクセスをしていただくということが必要なのかと思います。誠にごもっともな

要望だと思いますが、なかなか難しいということが１点です。 

 もう一つは最終ページの 21 ページでございますけれども、知財に強い法曹をと私もずっ

と叫んできて、ロースクールもそういう形で立ち上がった。74 校すべてに知財の講座がで

きて、354 名の受験者があったというのは大変喜ばしいと思います。 

 ただ、問題は 354 人という数字は大変多いと思いますが、74 校あって、今回は２年制の

既修者コースだけが受けたわけです。その２年制の既修者コースを輩出した学校が幾つか

あるかはわかりませんが、仮に 50 校だとすると実際は１つの学校から平均で７人なんです。

７人というのは、私が教えている大宮で言うとどういう人かというと、まず大宮は３年コ

ースのみですから今年は受けていないんですが、例えば第１期生で来年受ける人は、特許

庁の方が３人います。弁理士さんも数人います。お医者さんが 10 人います。それ以外に、

それこそ立派な企業の特許部で働いている人、あるいは自分自身が特許を持っていて開発

をしている人、こうした人がごろごろいます。 

 そういうことをベースに考えると、この受けた人たちのレベルというのはすごく高いん

じゃないだろうか。そうすると、相当難しい問題がきても相当高得点を取るだろう。高得

点を取ると、よその科目と比べるとやたらとここは高いぞというので、これはちょっと問

題がやさしかったのではないかと言って、知財の方でいい点数を取っていてもそれを調整

によって逆に下げられてしまうという危険はないだろうか。 

 仮に本当に問題がうんと難しくて、そんな練達な連中でもほとんど解けないということ

になりますと、本当はむしろ下駄をはかせてもらいたいということになりますが、それも

どうなのかという算定の実績のデータが何もないんです。 

 そういう点で文科省、法務省を通じてその辺りのデータをしっかり取っていただいて、

せっかく知財を一生懸命やろうと思って弁護士になろうとしている人たちを疎外しないよ

うに、何らかの工夫が必要ではないかということが第２点目でございます。以上でござい

ます。 

○阿部会長 ありがとうございました。いずれも核心に触れています。 
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 では、下坂委員お願いします。 

○下坂委員 ３点ばかり、現状と要望でまいりたいと思います。 

 まず国際標準化に関しましては、弁理士会と日弁連でつくっております日本知的仲裁セ

ンターというところがあります。そこで国際標準に係る必須特許の権利処理の重要性とい

う観点から、センター必須判定の業務というものを既に開始しております。具体的には、

この秋から地上波デジタル放送等に使用されます規格の必須特許の選定を弁理士、弁護士

が鑑定人となってやっております。弁理士会の方では 100 名を超える弁理士の応募者で構

成されております。 

 この業務は世界でも初めての組織的な必須特許鑑定機構であるということを言えと弁理

士会から言われているのですが、私は調べていないのでよくわかりませんが、そうだそう

でございますので、中立・公正な判定が図れると考えます。そこで、地上波デジタル以外

の技術につきましても広くその利用を働きかけていって、必須特許判定のさらなる活用を

図り、標準化を活性化していきたいと考えておりますので、皆様方の御協力をよろしくお

願いいたします。 

 それから、国際標準の中でも情報通信技術分野ではパテントプールが活発に活用されて

いますけれども、その他の技術分野では円滑な権利処理の仕組みづくりが進んでいないよ

うに思います。例えば、リサーチツールに関するバイオ医薬分野では特許問題が指摘され

ていながら解決策が見出せない状況であると聞いています。また、光触媒技術については

日本がリードして国際標準化が試みられていますけれども、特許の処理については問題棚

上げのように思われます。したがって、今後は権利処理のメカニズムを各技術分野に拡大、

普及させることが課題であり、政府及び関係機関の積極的な取り組みを是非お願いしたい

と思います。 

 次に、国際標準化活動に関する人材育成の役割についてですけれども、国際標準化活動

では先ほどから何度かお話が出ていますように技術者、研究者が中心となって国際会議な

どに出席をされておりますが、韓国では先ほど学者が参加されているというお話がありま

したけれども、技術者と知財担当者がチームとなって出席することによっていち早く標準

化の必須特許を出願するという行動をとっているようです。 

 そこで、日本においても標準化に強い人材づくりに際しましては、具体的な活動場面や

役割分担などを想定した人材育成も必要ではないかと考えております。例えば技術者と弁

理士とか知財の方たちとがペアとなって標準化の策定に取り組むというような方法は、必

須特許取得には効果的な方策だろうと考えております。 

○阿部会長 問題はどんどん提起していただいて結構ですが。 

○下坂委員 それから、特許審査の迅速化に関しましては、先ほど弁理士と弁護士のいろ

いろな人材育成の問題が出てまいりましたけれども、どうしても出願件数の縮減と、それ

から弁理士の質の悪さというところに集中する傾向にありまして、弁理士の質の悪さを解

決するために成功率とか、出願件数とか、今いろいろなデータが公表されております。た
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だ、データの公表だけで質がよくなるのであればどんどんお出しいただければよろしいで

すけれども、やはり質の向上という点はもっと違う面からも考えていかなければいけない

問題だと思います。これは一つの問題提起とクレームでございます。以上です。 

○阿部会長 どうもありがとうございました。それで、妹尾委員お願いします。 

○妹尾委員 私は人材育成のところに限ってお話をさせていただきます。 

 先ほど藤田次長さんからお話があったとおり、人材育成はお陰様で戦略を中心に動き出

しました。それで、高度化については非常によく進んでいるのですが、広域化と融合化に

ついては所轄団体だけではできないので、それがこれからどういうふうに政策的に広げて

いくかかというのが１点目です。 

 ２点目は、専門職大学院は随分出てきたのですが、もう専門になっている方の再教育は

まだまだです。専門家の再教育は経営の世界でも非常に重要視され始めていますが、専門

家そのものの再教育による広域化・融合化をどういうふうにやっていくか。これが今後の

課題になってきます。 

 ３点目は先ほど加藤委員の方からお話と関連すると思うんですが、知財ジャーナリスト

をいかに育てていくか、ここにはまだ手が広がっておりません。残念ながら私は数年来、

知財ジャーナリスト教育の予算が、ことごとくはねられておりまして残念なのですが、そ

ろそろ手を付けたいなと思っております。 

 ４点目は、先ほどのショッキングな話です。知財に関する 50％以上の人が海賊品・模倣

品ＯＫというような話でした。これは、昨年度出しました「知財民度」の問題で、国民の

品格が問われる時期にきているということがあります。ですので、小さい子から大人まで

の知財民度向上策として何があるかということですが、子供と合わせて学生ですとか地方

の中小企業さんなどへの知財普及方策として一つ御提案させていただきたいことがありま

す。ＩＰコミュニケーターのプールないしはバンクをつくってはどうかと考えます。現在

サイエンスコミュニケーターということで科学技術の振興は進んでおりますけれども、い

よいよ今度は知財においてＩＰコミュニケータープールあるいはバンクをつくり、そこへ

訓練した人たちを登録し、求めに応じてその人たちが出前授業なり出前の派遣ができると

いうような形がそろそろ政策的に行われてもいいのではないかと思います。 

 ５点目は、地域格差の問題がいよいよ前面に出てきたと思います。地方の中小企業その

他で幾ら弁理士さんを増やしても、弁理士さんはやはり都心にいるだけで地方へは出てい

かないというような状況が明らかになってきました。これは何の状況に近いかと振り返り

ますと、かつてのお医者さんの状況に近いだろうと思います。そうすると、ここで手を打

つのは少しアナロジーですけれども、いわば自治医大のように地域の知財とか産学連携と

イノベーションを活性化する人たちを育てる仕組みをつくれないかと思います。医大並み

にはできないでしょうが、何かそういう地域で活躍する方を育てて、例えば５年間地域で

活躍していただくというような政策的支援もあっていいのかなというアイデアです。 

 最後に、今日の資料で３ページ目に面白い部分がありました。「産学官連携に係る人材の
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確保」というところの最後の行のところです。「この際、イノベーションの触媒的機能を果

たすものとして、研究開発独法は、技術支援、人材育英の役割を強化すべきではないか」。

これは大変良いことだと思うのですが、ちょっと私はニュアンスが違います。現実に例え

ば産総研の評価その他をやっておりますと非常に気が付くのが、研究機関から民間へ技術

を移転するときに、知財だけではなくて人材とともに派遣をしないと本当の技術移転はで

きないということです。 

 つまり、技術開発に関わった人たちが企業側から独法に入って訓練されてから企業へ持

って帰っていくことと、それから独法の研究機関にいた人がその技術を持って企業に行く

ことと。いわばバトンゾーン、あるいはのりしろの重ねがないといけない。そういうこと

で、技術移転は知財と人材のペアで行わなければいけないのです。その意味では、独立行

政法人関係の研究機関は人材育成機能はやっちゃいけないみたいな雰囲気が非常にあるし、

教育機関ではないからという言い方をされてしまうことが多いようなのですが、技術移転

を進める人材のための育成機関としての認識をしていくべき時期にきていると思います。

これも問題提起させていただければと思います。以上です。 

○阿部会長 ありがとうございました。では、田中委員お願いします。 

○田中委員 資料がありますので、それを見ていただきたいと思います。 

 表紙をめくって２枚目で、これは当然の話ですけれども、第２期ということで第１期の

３年間の活動成果、政府、大学、企業に対して更に加速すべき課題、方向を修正すべき課

題、新しく取り組むべき課題、こういったものを調査分析してきちんと盛り込んでいく必

要があります。既にパブリックコメント等が準備されているようですから、よろしくお願

いしたいと思います。 

 それから６ページで、幾つか簡単な事例だけを紹介したいと思います。「「知」の創造」

というところですけれども、私どもの事例ですが「宇都宮大学との産学連携」があります。

これは私どもの光学部門はすべて宇都宮に集結しておりまして、近場の大学と徹底的に連

携プレーしようというものです。場合によったら、光学関連の学部や学科を一緒につくろ

うではないか。講師もキヤノンから出してもいいじゃないか。そういうようなことを今、

検討しております。一つの事例として参考になればと思います。 

 ２つ目は、九州の講演で御手洗会長が提案したものですが、もっと特徴のある大学とい

うことで「大九州大学」をつくって、全世界の人がそこに来れば世界のトップレベルの研

究ができるというふうに大学を再編成したらどうか。これは非常に難しいとは思いますけ

れども、一つの考え方かと思います。 

 ７ページですが、模倣品・海賊版に関する中国問題については、いろいろな視点で活動

してきて、それなりの成果というのは十分上がってきています。まだまだこれからの部分

もありますが、次のステップとして東欧、ロシアがあります。これは中国が源でそういっ

た地域を経由してヨーロッパに流れるなど、いろいろなフローができておりまして、なか

なか大変な状況です。警察が摘発しても袖の下を持ってくればそれをきちんと対処してや
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る。持ってこなければ何もしないとか、そういうことが幾らでも平気で起こっております。

これは東欧・ロシアだけではなく、南アメリカ等でも同様です。 

 それから８ページで人材育成の問題ですけれども、全体的に実務能力が低下している。

これは企業の知財部門もそうです。弁理士の資格を持っていても実務能力が低下してきて

いるのではと思うこともあります。弁理士の合格者数を増やせば実務能力の低い人も合格

してくるというのは当然のことでございまして、専門職大学院等をせっかくつくったわけ

ですから、そういったところで徹底的に鍛えるということをやればいいのではないかと思

います。 

 私どもでもアメリカのロースクールに１人送りましたが、昼間仕事をして夜間ロースク

ールに行っています。夜間ではあっても法律書を毎日数十ページ読み込み、しっかり予習

しなければいけない。それから、夏期はインターンシップを受けています。 

 よく話には聞いていますけれども、米国では徹底的に鍛え上げる。実務能力をつけて、

世の中に出たらすぐ仕事ができる。日本の大学あるいは教育は知識の切り売り的なところ

が多くて、世の中に出ても何も仕事ができない。知識だけはある。そういうこともそろそ

ろ変えていく必要があるのではないかと考えております。以上でございます。 

○阿部会長 ありがとうございました。それでは中山委員、お願いします。 

○中山委員 知財改革の大きな課題、目玉というものは大体出尽くしているのではないか

と私は考えております。現に資料５の課題を見ましても、特に今回新しいというものでは

ない。したがって、これからは今まで出してきた課題の収穫期だという感じがいたします。

収穫期というのは余り目玉がないような、あるいは地味なような感じは受けますけれども、

実はこれが一番大事で、目玉を打ち出すよりもずっと大変な作業だと思っております。 中

でも大事なのは、人材とエンフォースメントであろうと思っております。人材は私も何回

か言いましたから詳しいことは言いませんけれども、ちゃちな知識を植え付けるのならば

簡単なセミナーで幾らでもできるんですが、やはり本当の人材養成は 10 年単位でやってい

かなければいけない。しかし、その人材が出るためには社会、特に会社、官庁でその人を

しかるべく処遇するということがなければいけない。それがなければ大学で幾ら教育して

も学生は乗ってきません。社会がどう処遇するか。これが非常に大きな問題だろうと思い

ます。もちろん大学も改革をしてやっていかなければいけない。 

 エンフォースメントは特に言われていますけれども、主として海賊版・模倣品の問題だ

ろう。これを放置いたしますと法が弛緩する、モラルハザードが起きるわけでありまして、

これは強力に取り締まらなければいけない。あるいは、外交問題としてやっていかなけれ

ばいけない。 

 これには恐らく異論はないと思うんですけれども、問題は、これはもう終わってしまっ

たことなので今更言ってもしようがないんですが、例えば工業所有権の侵害は 10 年以下の

の懲役になり、著作権は今度の国会で同様の改正が行われると思います。物の窃盗の場合

は何を盗んだかということを盗んだ人はちゃんとわかっているわけで、罪を重くすれば威
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嚇効果は強くなりうると思うんですけれども、知的財産というのは侵害と非侵害の境界が

非常にあいまいで、何が侵害かわからないというときに、うかつに刑罰を強化するとどう

いうことになるかというと、チリングエフェクトが出てくるわけです。もっと言えば、相

手方は脅しに使える。 

 従来５年以下の懲役刑だったわけですけれども、それでも実刑などは１件もなくてほと

んど使われていなかったので、10 年以下になっても使われないということになるかもしれ

ませんが、仮に 10 年以下という重い刑が実効性をもってくると、これは脅しに使えるます。

弁護士のところに相談に行けば、多分安全な線で答えを出すことが多いだろと思います。

そうすると、改良発明を抑制するという効果もある。 

 したがって、エンフォースメントを強くする場合には先ほど言った海賊版や模倣品は当

然なんですけれども、それ以外の場合はよほど注意しないと、それが産業発展、文化の発

展に役に立つのか、阻害するのか、そこら辺を十分検討し、衡量しててやってもらいたい。 

○阿部会長 ありがとうございました。前田委員どうぞ。 

○前田委員 大学における知的財産活動の諸問題などをお話ししたいと思います。 

 いろいろな問題があるのですが、とにかく人材不足が大きな問題になっています。 

先日、医科歯科大学の主催で「知の時代とライフサイエンス」と題してシンポジウムを

開催させていただきまして、ここにいらっしゃる何人かの方々にも御参加いただきました

し、荒井さんには第３部での「日本のライフサイエンスの発展」と題したパネルディスカ

ッションのパネリストとして御協力いただきました。ありがとうございました。 

 ここでの課題も、人材育成と知的財産戦略が鍵という結論になりました。人材育成に関

してですが、イノベーション創出ということで研究者の人材育成と、生み出された知をい

かに生かすかという観点で産学連携の人材育成、その両方が必要というまとめになりまし

た。研究者の育成という観点では、日本人・日本企業特有のメンタルクライメートの変革

が必要ではという話が挙がりました。独創性・個性を大切にする雰囲気や、学の中で産業

化に関わることは、まだまだ学者として二流という風潮が残っているのではないか。そう

いう意識を変革していこうなど、すぐには実行できないものもありますけれども、どのよ

うな人材を育成するかという目標を明確にすることが重要だという話がありました。 

 また、産学連携に携わる人の育成に関しては、様々な方がいろいろなところでおっしゃ

っていただいていますように、やはりダブルメジャーや異なる分野にまたがる人材が必要

という意見でした。そして、研究者の邪魔にならないライセンスを心掛けて、経験者、こ

れは成功者だけではなくて失敗経験を持っている方からの経験のお話からも学ぶことが重

要ということも挙がりました。 

 また、ライフサイエンスに限ったことではありませんが、知が世の中で生かされるよう

にするには知的財産戦略が鍵だということも挙がりました。効果的な特許戦略をつくるこ

とが重要です。例えば基本特許・応用特許の的確なマッピングに基づく戦略や、特許権利

の経時的戦略、ライフサイエンス分野では特に特許切れを考慮して経時的な戦略で権利保
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護を行うことが必要となってきますので、このような戦略が重要となります。さらに、有

効な特許、利用範囲の広い・ライセンスのできるような特許、また、そのライセンスので

きる機関・人材が必要だという話になりました。 

 そして、このような知財戦略が立案できるすばらしい人材が育った後、雇用できるよう

なシステムづくりが大切です。現在の大学の知財本部というのは企業で定年になった方を

雇用しているケースが珍しくありません。これは経験豊富な方を大学に迎えたいという思

いと同時に、費用不足から、企業年金と併用で給与をもらうという方を雇用したいという

思惑もあるからだと思われます。（こんなにはっきり言ってしまっていいのかどうか問題は

あるのですけれども・・・）貴重な若年層の方に、経験豊富な方々の知識・ノウハウを継

承してもらえるような雇用体制を整える必要があります。若い人が入ってこられる・来た

くなるような大学知財本部をつくらなければならないと思います。 

 繰り返しになりますが、ライフサイエンスの分野は特に人材が不足しております。この

問題が急務になっておりますので、一日も早く体制の整備が必要かと思っています。 

○阿部会長 ありがとうございました。それでは、吉野委員お願いします。 

○吉野委員 今後の課題ということですけれども、資料５で相当網羅されている。むしろ

トゥーメニーだという感じがいたします。もう少しどちらかというとウエイト付けをした

方がいいのではないかというような感触を私は持っていますが、先ほど標準化のところで

もちょっと出ていましたけれども、成功事例と失敗事例みたいなものをもう少しちゃんと

集めて整理しましょうということは、多分私はこのサイクルの中の各フェイズについても

言えることで、最終的には活用してこその知財なんです。 

 したがって、その中でも特に成功事例みたいなもの、これは開示の問題があるかもしれ

ませんけれども、それが一番元気が出るんです。失敗した事例で失敗してはいかぬという

ようなことだと手足がそんなに伸び伸びしないわけで、むしろその分野の、特に活用分野

の成功事例みたいなものをなるべくたくさん集めることによって、それが実際に活用につ

ながって元気が出ていくということが言えるのではないかと思いまして、そういうことが

追加されればと思います。以上です。 

○阿部会長 ありがとうございました。 

 さまざまな御意見をいただきまして、最後に私から意見を述べろと書いてあるのですが、

時間がなくなってしまいましたし、この議論は今後も続きますのでそのときに述べさせて

いただくことで御容赦をいただきたいと思います。 

 次回のことは先ほど事務局から説明がありましたけれども、国際標準総合戦略について

御議論をいただくとともに、知財創造サイクルについては創造分野の推進方策について御

議論をいただきたいと考えておりますのでよろしくお願いします。 

 それから、今後この専門調査会において国際標準総合戦略及び知的創造サイクルの推進

方策の検討を進めていくに当たりまして、幅広く国民の皆さんの御意見を伺うべくパブリ

ックコメントの手続を並行して進めたいと思っております。そこで出された御意見も、当
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専門調査会の検討の参考に是非したいと考えておりますので、御了承いただければありが

たいと思います。 

 次回の専門調査会でありますけれども、10 月 25 日水曜日 15 時から 17 時に本日と同じ

この場所で行います。 

 それではこれで終わらせていただきますが、何か事務局からありますか。 

 それでは、長時間にわたってありがとうございました。 


